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○ 近畿圏への外国人旅行者は、平成２３年度以降から急激に増加。

○ 奈良県における外国人旅行者（宿泊者）は、平成23年度から平成29年度にかけて、８倍に拡大。
○ 奈良県では、奈良市を中心に訪問割合が高く、東アジア系・欧米・欧州系の割合が高い傾向。

1

インバウンドの拡大

８倍
出典：近畿圏地域動向分析調査業務報告書(H29)より



2

インバウンドの拡大

○ 奈良県内のエリア別外国人宿泊者数は、奈良市内が約８割を占める。



出典：国土交通省

大規模自然災害の増加

3

○ 平成29年1～10月の土砂災害発生件数は、平成29年7月九州北部豪雨や台風（18号・21号・22号）

等の影響により、過去５年間の平均を大きく上回るとともに、２月、７月、10月の発生件数は過去５
年間で最大となっている。



《台風２１号と前線による大雨（平成２９年１０月２０日～２３日）の概要》

大規模自然災害の増加

○平成２９年台風２１号により、奈良県内でも土木関係施設の被害が６０６箇所にも及んだ。

4

《被害状況について （県防災統括室による集計）》

○被害箇所 １，９５８箇所 被害金額 約１７１億円

・うち公共土木（県管理）

・うち公共土木（市町村管理）

３２５ 箇所
８２箇所
２３７ 箇所
６箇所

約 ８８億円
約 ３３億円
約５４億円
約 １億円

２８１ 箇所
２０１ 箇所
７７箇所
１箇所
１箇所
１箇所

約 ３８億円
約 ２８億円
約 ７億円
約 ０．８ 億円
約 ０．４ 億円
約 １．７ 億円

道 路
河 川
公 園
橋 梁
下水道

道 路
河 川
公 園

出典 ： 国土交通省（台風21号と前線による大雨の概要 抜粋）



通行止め回数

5

※事前通行規制とは、大雨・台風による土砂崩れや落石等のおそれのある箇所について、
過去の記録などにより予め定められた基準（雨量）に達した場合に、実際に支障が発生する
前の段階で実施する通行規制のこと

通行止めの発生回数と通行止め時間の集計（平成２５年度～平成２９年度）

通行止め要因
年度内訳（件数） 通行止め時間

Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ 合計 合計（時間） １回当たりの時間

災害 ７０ ３５ ３５ ２１ １１６ ２７７ １８２，４７５．７ ６５８．７６

事前通行規制 １８１ １３２ １２４ ２３３ ２２７ ８９７ １４，７４０．８ １６．４３

合計 ２５１ １６７ １５９ ２５４ ３４３ １１７４ １９７，２１６．５ １６７．９８

○ 過去５年間に落石、崩土を原因とした通行規制は約２８０件発生し、１回あたりの 通行止め時間
は約６６０時間（約２７日）。



奈良県公共交通基本計画

6

（平成２８年３月策定）



（仮称）奈良インバウンド観光戦略２０年ビジョン

7

○ ２０年後に見込まれるリニア中央新幹線の「奈良市附近」駅設置を見据え、リニア中央新幹線の
インバウンド観光需要などを積極的に取り込んだ地域振興の実現を目指したビジョンの検討を進
めている。

（※検討中）



奈良県地方創生総合戦略

8

（平成２７年１２月策定）



奈良県国土強靱化地域計画

9

（平成２８年５月策定）



➢ 災害による死者をなくす・人命を守ることを最大の目標に、できる限り被害を最小化
➢ 自助・共助の促進による自主防災体制の確立
➢ 県、市町村、防災関係機関及び住民、企業それぞれの役割と連携
➢ 防災関係機関相互の協力体制の推進
➢ ハード対策及びソフト対策を組み合わせた災害対策事業の推進
➢ 過去の災害の教訓を踏まえた対策の推進
➢ 関係法令の遵守
➢ 災害時要援護者等の多様な視点を生かした対策の推進
➢ 男女共同参画の視点を取り入れた防災体制の確立

計画の基本方針

計画の概要（抜粋）

編・章 節 内容（抜粋）

水害・土砂災害編
地震編

第２章
災害予防計画

第12節、第14節
災害に強い道づくり

道路は、住民の日常生活及び社会、経済活動上欠くことのできな
いものである。本県においては、紀伊半島全体のリダンダンシーを確
保し、南海トラフ巨大地震等のような広域的な大規模災害への対
応力を高めるうえで極めて重要な幹線道路ネットワークである紀伊
半島アンカールートをはじめ、「奈良県道路整備基本計画」に基づく
道路の整備を進めている。

第13節、第15節
緊急輸送道路の整備計画

平成23年に発生した紀伊半島大水害等の経験から、災害の発
生時やその復旧時において避難拠点や救助活動拠点となる防災
拠点を連絡する輸送路となる道路が重要であることから、多重性・
代替性を有する緊急輸送道路ネットワーク化を推進する。

奈良県地域防災計画

10

（平成３０年３月修正）



■半島振興法の改正（平成27年3月31日公布、同年4月1日施行）により、法期限が10年間延長。
■法の改正・延長に伴い、紀伊地域（奈良県※、三重県、和歌山県）の新たな半島振興計画（平成27
年度～平成36年度）を策定。（法第３条第１項） ※五條市及び吉野郡の12市町村

計画策定の趣旨等

１．交通通信の確保【拡充】
・紀伊半島アンカールートの早期整備、地域における公共交通の確保
・災害に強い情報ネットワークづくり
２．産業の振興及び観光の開発
・「食」と「泊」を売り出すオーベルジュ等の整備及びネットワーク化の推進
・全ての材を搬出して多用途に供給する林業の推進
・未利用地等（耕作放棄地、放置森林）の有効活用の促進
・企業誘致の推進（京奈和自動車道御所IC、五條IC周辺等）
・京都府、和歌山県と連携した広域的な自転車道の整備
３．地域間交流の促進
・路線バス利用者に対する補助等の交通アクセスの支援
・スポーツ、音楽、芸術イベントの開催（「ムジークフェストなら」の開催等）
・スポーツ施設や自然を活用したキャンプ合宿等の誘致
４．国土保全施設等の整備及び防災体制の強化【拡充】
・土砂災害対策、道路の防災・現在対策及び老朽化対策の推進
・ヘリポートを併設する陸上自衛隊駐屯地の誘致、県広域防災拠点の整備

計画の概要（抜粋）

紀伊地域半島振興計画

11

（平成２８年２月策定）



奈良県植栽計画

12

○ 奈良県内の植栽景観を整え、「ほんもの」の魅力を向上させ、次世代に引き継いでいく取り組みと
して、平成２６年３月に奈良県植栽計画を策定。

（平成２６年３月策定）



大宮通りプロジェクト

「（仮称）登大路バスターミナル」 整備イメージ図

奈良公園周辺における周遊環境を高め、
奈良公園をはじめ奈良の魅力ある歴史・
文化を情報発信し、アメニティを向上させるため、
平成３１年春の完成を目指し、「(仮称)登大路
バスターミナル」の整備を推進。

＜（仮称）登大路バスターミナルの整備＞

13

○ 奈良県では、「大宮通りプロジェクト」と題して、奈良公園と平城宮跡を結ぶ大宮通り周辺の一体
的・総合的な整備を進めている。

大宮通りプロジェクト



県と川西町との工業ゾーン創出に関する連携協定

唐院工業団地周辺地区

○協定の名称：
・唐院工業団地周辺地区に係る奈良県と川西町の工業ゾーン
創出に関する地区別連携協定

○協定締結年月日：・平成２９年９月５日

協定書を手にする荒井知事と竹村川西町長

京奈和自動車道（田原本町付近）H ２ ７ 年 ３月に供用開始した郡山下ッ道 J C T

工業ゾーン創出プロジェクト

○ 県内経済の活性化のために、更なる企業誘致のための産業用地を創出。

○ 京奈和自動車道及び西名阪自動車道の周辺において、県と周辺５市町（大和郡山市、天理市、
川西町、三宅町、田原本町）が連携し、工業ゾーン創出の取組をすすめている。

14



まちづくりの推進（連携協定対象地区）

大和都市計画区域及び吉野三町都市計画区域

大和都市計画区域

吉野三町都市計画区域

15

基本計画策定地区（4地区）

凡例（地区数はH30.7.5現在）

連携協定締結地区（54地区）

基本構想策定地区（28地区）



まちづくり基本構想 天理市 朝和・柳本校区を中心とした南部地区

16

○ まちづくり計画においては、地域間の連携強化や拠点間の周遊手段の確立等のため、道路整備
や自転車道の整備、ウォークルート、交通アクセス等の整備を位置付けている。

天理駅周辺地区とのつながりを強化

②拠点間の周遊手段の確立

ウォーキング／ハイキング

サイクリング

①地域・自治体間の連携強化

桜井市・田原本町とのつながりを強化

◆九条バイパスの整備
（H27年度新規事業化）
◆交通アクセスの利便性の向上
（コミュニティバス、デマンドタクシーの運行）
◆天理市自転車道の整備
◆周遊観光、物産の相互発信

◆天理駅前広場にオープンするサイクルカフェ
をはじめ、トレイルセンターや長柄運動公園とい
った市内各所の周遊観光拠点において、スタン
ド・軽整備工具等を配備したサイクルスポットを
整備し、サイクリストフレンドリーな周遊観光を
提案する。

基本方針 Ⅰ拠点強化 Ⅱつながり強化 Ⅲブランド力強化



スーパー・メガリージョン構想

17

奈良市附近

○ リニア中央新幹線の開業によりスーパーメガリージョンが形成され、一日交通圏域が拡大
日本列島の東西時間距離が大幅に短縮され、東京～大阪間が約１時間へ。

○ 中間駅周辺では、クリエイティブな人材が行き交い、地域の強みを反映した産業の育成を期待

出典：スーパー・メガリージョン構想検討会資料より



災害時のネットワーク平常時のネットワーク

《平常時、災害時を問わない安全かつ円滑な物流の確保》

広範で複雑な現在のネットワークや拠点の絞り込みを行い、基幹となるネットワークを計画路線も含め構築

重要物流道路

■トラックドライバーの高齢化が進行し、人口減
少・少子高齢化に伴い深刻なドライバー不足
が顕在化

■国際海上コンテナ車（40ft背高）※の台数が５
年間で約1.5倍に増加

（H24：約20万台→H28：約30万台）

主な課題

※道路の通行には特車通行許可が必要

■熊本地震では、熊本県内の緊急輸送道路約
２千kmのうち50箇所で通行止めが発生

■災害時に道路について不安がある・やや不安
があると回答した方は５割以上で前回より増
加（H24：50.6％→H28：53.8％、内閣府）

主な課題

重要物流道路制度の創設

18【社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 第１６回物流小委員会資料より抜粋】



重要物流道路と新たな広域道路ネットワーク

19

【社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 第１６回物流小委員会資料より抜粋】



広域道路交通ビジョン

20

【社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 第１６回物流小委員会資料より抜粋】



広域道路ネットワーク計画の主な検討の視点（案）

21

【社会資本整備審議会道路分科会基本政策部会 第１６回物流小委員会資料より抜粋】



道路の維持修繕に関する省令・告示

22出典：国土交通省



無電柱化推進計画

23

（平成３０年４月６日国土交通大臣決定）

出典：国土交通省



自転車活用推進計画

24

（平成３０年６月８日閣議決定）

出典：国土交通省



踏切道改良促進法の一部改正 （平成２８年４月１日施行）

○ 踏切道改良促進法の指定期限を５年間延長するほか、地域と連携した幅広い踏切道の対策を促進
するための措置を講じるもの

◆改正概要◆依然として多い踏切事故・渋滞

➢開かずの踏切は約600箇所存在する一方、立体交差化
等の抜本対策には長期間が必要

➢現行法に基づく踏切改良の方法は、
• 立体交差化
• 構造の改良
• 保安設備の整備 等に限定

➢踏切事故は約１日に１件、約４日に１人死亡

法施行(S36年)後50年で、
• 踏切数半減(約7万→約3.4万)

• 遮断機の無い踏切も約１割まで減少

※開かずの踏切の事故件数は他の踏切の約４倍

※踏切事故件数248件、死亡者数92人（H26年度）

死亡者に占める歩行者の割合：約８割／
（うち65歳以上の高齢者：約４割）

➢鉄道事業者・道路管理者以外の地域の関係者と連携
した取組が必要

○改良すべき踏切道の指定期限を５年間延長
（H28～32年度）

○踏切道の改良方法の拡充

○改良方法を検討するための協議会制度の創設

※ 課題のある踏切は、改良の方法が合意されていなく
とも指定する仕組みに改正。

従前の対策に加え、当面の対策（カラー舗装等）や踏切
周辺対策（駅周辺の駐輪場整備やバリアフリー化等による
踏切横断交通量の低減）等を位置づけ、ソフト・ハード両面
からできる対策を総動員

地域の関係者と連携し、地域の実情に応じた対策を
検討

※ 保安設備整備に係る補助制度の拡充により、高齢
者等の歩行者事故対策を強化。
また、連続立体交差化を無利子貸付で支援（継続）。

改正法に基づき、課題のある踏切を指定※し、
H32年度までに下記の達成を目指す。

・踏切遮断による損失時間：約５％削減

・踏切事故件数：約１割削減

(H25年度約123万人・時/日→ H32年度約117万人・時/日)

(H26年度248件→ Ｈ32年度約220件)

※少なくとも1,000箇所以上を指定。

25

【国土交通省ＨＰに基づいて作成】



立地適正化計画制度について

26

○ 平成２６年８月に「立地適正化計画」が制度化され、都市計画法を中心とした従来の土地利用計画
に加えて、居住機能や都市機能の誘導によりコンパクトシティ形成に向けた取組が推進されている。

・ 都市全体の観点から、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の立地、公共交通の充実に関する包括的なマスタープラン

・ 民間の都市機能への投資や居住を効果的に誘導するための土俵づくり

※ 立地適正化計画の策定主体は市町村で、県内においては、大和郡山市、天理市、桜井市、葛城市、川西町、王寺町の６市町が
当計画を策定済

【「都市再生特別措置法」に基づく立地適正化計画概要パンフレットにより作成】



【長野県】しあわせ信州創造プラン （H30.3策定） 【神奈川県】かながわのみちづくり計画（H28.3 改定）

他府県における道路整備計画の事例

27

○ 他府県における最近の道路整備計画では、整備箇所や整備目標を記載する傾向


